
議

案

第

百

十

号 

 
 

 

港

区

立

学

校

施

設

等

使

用

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

七

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

清 

家 
 

 

愛 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

立

学

校

施

設

等

使

用

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

立

学

校

施

設

等

使

用

条

例

（

平

成

二

年

港

区

条

例

第

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

別

表

㈡

の

部

備

考

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

 

備

考 

 
 

１ 

開

場

時

間

は

、

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

。 

 
 

２ 

大

人

の

う

ち

、

区

内

に

住

所

を

有

す

る

者

、

区

内

の

事

務

所

若

し

く

は

事

業

所

に

勤

務

し

て

い

る

者

又

は

区

内

の

学

校

に

通

学

し

て

い

る

者

以

外

の

も

の

の

使

用

料

は

、

八

百

円

と

す

る

。

 

 
 

３ 

団

体

が

コ

ー

ス

単

位

で

使

用

す

る

場

合

の

一

コ

ー

ス

当

た

り

の

使

用

料

は

、

三

千

三

百

円

と

す

る

。

 

 
 

４ 

団

体

が

コ

ー

ス

単

位

で

使

用

す

る

場

合

の

使

用

可

能

な

コ

ー

ス

数

の

上

限

は

、

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

。 



 
 

 

付 

則 

 
こ

の

条

例

は

、

令

和

八

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

別

表

㈡

の

部

備

考

の

改

正

規

定

（

備

考

３

及

び

備

考

４

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

は

、

同

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 

 

学

校

屋

内

プ

ー

ル

に

お

け

る

区

外

か

ら

の

使

用

者

に

対

す

る

使

用

料

及

び

団

体

が

プ

ー

ル

を

コ

ー

ス

単

位

で

使

用

す

る

場

合

の

使

用

料

を

定

め

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


